
氏
名

印□

号

外

四�
令

和

三

年

四

月

一

日

経
由
印

氏
名

目

次

規

則

○
岐
阜
県
職
員
宿
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

管

財

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

同

)

二

訓

令

甲

○
岐
阜
県
公
有
財
産
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

二

規

則

岐
阜
県
職
員
宿
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
六
十
号

岐
阜
県
職
員
宿
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
宿
舎
管
理
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢�

｣

及
び｢

印□
｣

を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢

印□
｣

を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
及
び
別
記
第
四
号
様
式
中｢氏

名�
｣

を｢氏
名

｣

に

改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
の
二
中｢氏

名�
｣

を｢氏
名

｣

に
改
め
、｢

印□
｣

を

削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中｢氏

名�
｣

を｢氏
名

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中｢氏

名�
｣

を｢氏
名

｣

に
、

｢
｢を

に
改
め
る
。

｣
｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 令和３年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
三
年
四
月
一
日



岐
阜
県
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
六
十
一
号

岐
阜
県
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
公
有
財
産
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
一
号
中｢

秘
書
広
報
総
括
監｣
を｢
秘
書
広
報
統
括
監｣

に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
貸
借
の
期
間
が
一
月
未
満
の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、｢及

び
数
量
並
び
に
｣

を｢､
数
量
及
び
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢書

面
を
も
つ
て
｣

を
削
り
、｢一

に
｣

を｢い
ず
れ
か
に
｣

に
、｢で

は
な
い
｣

を｢で
な
い
｣

に
、｢取

消
さ
れ
た
｣

を｢取
り
消
さ
れ
た
｣

に
、｢な

ん
ら
｣

を｢何
ら
｣

に
、｢き

損
｣

を｢毀
損
｣

に
、｢そ

の
損
害
｣

を｢､
そ
の
損
害
｣

に
、｢す

べ
て
｣

を｢全
て
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、｢及

び
数
量
並
び
に
｣

を｢､
数
量
及
び
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、｢及

び
数
量
並
び
に
｣

を｢､
数
量
及
び
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
六
十
二
号

岐
阜
県
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
則(

昭
和
五
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
七
十
六
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
第
二
号
中｢発

明
等
｣

を｢､
発
明
等
｣

に
改
め
、

同
様
式
注
第
五
号
中｢記

入
｣

を｢記
載
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢

印□
｣

を
削
り
、｢次

｣

を｢､
次
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中｢

印□
｣

を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、｢基

づ
き
｣

を｢よ
り
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
及
び
別
記
第
七
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
公
有
財
産
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
公
有
財
産
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
公
有
財
産
事
務
処
理
規
程(

昭
和
四
十
九
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

使
用
承
認)

第
九
条
の
二

部
局
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
所
管
す
る
公
有
財
産

を
他
の
部
局
長
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

一
時
的
又
は
臨
時
に
使
用
さ
せ
る
と
き
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和３年４月１日 ( )２



二

僅
か
な
部
分
を
使
用
さ
せ
る
場
合
で
、
当
該
部
分
を
区
分
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
適
当
で
あ

る
と
き
。

三

公
有
財
産
の
地
下
又
は
上
空
に
構
造
物
を
設
置
す
る
場
合
で
、
当
該
公
有
財
産
を
所
管
す
る
部

局
長
が
行
う
事
務
又
は
事
業
に
支
障
が
な
い
と
き
。

四

そ
の
他
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

２

部
局
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
部
局
長
が
所
管
す
る
公
有
財
産
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
当
該
公
有
財
産
を
所
管
す
る
部
局
長
に
公
有
財
産
使
用
承
認
申
請
書(

別
記
第
三
号
様
式
の

二)

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

前
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
部
局
長
は
、
そ
の
所
管
す
る
公
有
財
産
の
使
用
を
承
認
し
た
と

き
は
、
公
有
財
産
使
用
承
認
書(

別
記
第
三
号
様
式
の
三)

を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

部
局
長
は
、
同
一
部
局
内
に
二
以
上
の
課
又
は
現
地
機
関
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
所
管
す
る
公
有
財
産
の
う
ち
一
の
課
の
長
又
は
現
地
機
関

の
長
が
管
理
す
る
も
の
を
他
の
課
の
長
又
は
現
地
機
関
の
長
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

二
項
及
び
第
三
項
中｢

部
局
長｣

と
あ
る
の
は｢

課
の
長
又
は
現
地
機
関
の
長｣

と
、｢

所
管
す
る｣

と
あ
る
の
は

｢

管
理
す
る｣

と
、
第
二
項
中

｢

前
項｣

と
あ
る
の
は

｢

第
四
項｣

と
、
第
三
項
中

｢

前
項｣

と
あ
る
の
は｢

第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
項｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中｢

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
及
び
納
付
金
に
関
す
る
法
律｣

を｢

国
有

資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法｣

に
、｢

の
規
定
に
よ
る｣

を

｢

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る｣

に
、

｢

総
務
部
長｣

を｢

、
総
務
部
長｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢第

１
号
様
式
｣

を｢第
１
号
様
式
(第
８
条
関
係
)｣

に
改
め
、｢

印□
｣

を
削

り
、｢必

要
の
｣

を｢必
要
な
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢第

２
号
様
式
｣

を｢第
２
号
様
式
(第
８
条
関
係
)｣

に
改
め
、｢

印□
｣

を
削

り
、｢必

要
の
｣

を｢必
要
な
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中｢第
３
号
様
式
｣

を｢第
３
号
様
式
(第
９
条
関
係
)｣

に
改
め
、｢

印□
｣

を
削

り
、｢引

受
課
等
｣

を｢引
受
課
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

( ) 令和３年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３
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( ) 令和３年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



別
記
第
四
号
様
式
中｢第

４
号
様
式
｣

を｢第
４
号
様
式
(第
21条
関
係
)｣

に
改
め
、｢

印□
｣

を
削

る
。別

記
第
五
号
様
式
中｢第

５
号
様
式
｣

を｢第
５
号
様
式
(第
21条
関
係
)｣

に
改
め
、｢

印□
｣

を
削

り
、｢き

損
｣

を｢毀
損
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和３年４月１日 ( )６
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